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㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつ、イ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに

適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

３ 介護予防訪問看護費 ３ 介護予防訪問看護費

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 285単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 316単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 425単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 472単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 830単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 830単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,198単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,138単位

⑸ 理学療法士等による訪問の場合（１回につき） 316単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 230単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 255単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 343単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 381単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 550単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 550単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 845単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 811単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大 注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大

臣が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師 臣が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師

の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サ の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サ

ービス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看 ービス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看

護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師 護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師

が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指 が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指

定介護予防サービス基準第73条第２項第２号に規定する介護予 定介護予防サービス基準第73条第２項第２号に規定する介護予
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防訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予 防訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予

防訪問看護事業所（同項に規定する指定介護予防訪問看護事業 防訪問看護事業所（同項に規定する指定介護予防訪問看護事業

所をいう。以下同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学 所をいう。以下同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等」と 療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等」と

いう。）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス基 いう。）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス基

準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。） 準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。）

を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護 を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護

計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うの 計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うの

に要する標準的な時間で所定単位数を算定する（指定介護予防 に要する標準的な時間で所定単位数を算定する（指定介護予防

訪問看護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間若しくは 訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護

早朝又は深夜に行われる場合は、イ⑴又はロ⑴の単位数を算定 予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画又は介護

する。）。ただし、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場 予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が

合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定 週１回以上含まれている場合にイ⑴又はロ⑴の単位数を算定す

介護予防訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は る。）。ただし、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合

言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行った場合は、次に掲げ は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。なお、

る区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。 イ⑸について理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（この号

イ 所要時間30分未満の場合 425単位 において「理学療法士等」という。）が１日に２回を超えて指

ロ 所要時間30分以上１時間未満の場合 830単位 定介護予防訪問看護を行った場合、１回につき100分の90に相当

する単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める疾病等の内容は次のとおり。

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊
い せき

髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パー

キンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及

びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以

上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をい

う。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及
い い

びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化性

全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮
せき い

症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫
せき い

不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
けい

（新設） ２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防

訪問看護事業所において、当該指定介護予防訪問看護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定介護
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予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す

る単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

前年度の一月当たり実利用者（指定介護予防訪問看護事業所の所

在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下、この号におい

て同じ。）の数（当該指定介護予防訪問看護事業所に係る指定介護

予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定訪問看護事業所

における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。）が三十人以上

の指定介護予防訪問看護事業所であること。

２ 夜間又は早朝に指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回 ３ 夜間又は早朝に指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回

につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に

加算し、深夜に指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回に 加算し、深夜に指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回に

つき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加 つき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加

算する。 算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時

に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看 に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看

護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ 護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ

れの単位数を所定単位数に加算する。 れの単位数を所定単位数に加算する。

イ 所要時間30分未満の場合 254単位 イ 所要時間30分未満の場合 254単位

ロ 所要時間30分以上の場合 402単位 ロ 所要時間30分以上の場合 402単位

４ イ⑷及びロ⑷について、指定介護予防訪問看護に関し、特別 ５ イ⑷及びロ⑷について、指定介護予防訪問看護に関し、特別

な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態に な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態に

あるものに限る。以下同じ。）に対して、所要時間１時間以上 あるものに限る。以下同じ。）に対して、所要時間１時間以上

１時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った後に引き続き １時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った後に引き続き

指定介護予防訪問看護を行う場合であって、当該指定介護予防 指定介護予防訪問看護を行う場合であって、当該指定介護予防

訪問看護の所要時間を通算した時間が１時間30分以上となると 訪問看護の所要時間を通算した時間が１時間30分以上となると

きは、１回につき300単位を所定単位数に加算する。 きは、１回につき300単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。

次のいずれかに該当する状態

イ 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）

別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」と
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いう。）に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管
しゅよう

切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しく

は留置カテーテルを使用している状態

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在
かん

宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄

養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導

尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管
とう

理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
こう ぼうこう

ニ 真皮を越える褥 瘡の状態
じょくそう

ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問 ６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問

看護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所 看護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使 在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使

用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場 用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場

合は、特別地域介護予防訪問看護加算として、１回につき所定 合は、特別地域介護予防訪問看護加算として、１回につき所定

単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問看護事業 働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問看護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される 場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される

事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、１ 事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、１

回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数 回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数

に加算する。 に加算する。

７ 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大 ８ 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大

臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の 臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域（指定介護予防サービス基準第72条第５号に規定する 実施地域（指定介護予防サービス基準第72条第５号に規定する

通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防訪問 通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防訪問

看護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当 看護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 する単位数を所定単位数に加算する。

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、 道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準 利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準
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により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問すること により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問すること

となっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時 となっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時

介護予防訪問看護加算として、１月につき540単位を所定単位数 介護予防訪問看護加算として、１月につき540単位を所定単位数

に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介 に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介

護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定介護予 護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定介護予

防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意を 防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意を

得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要 得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要

に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として、１ に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として、１

月につき290単位を所定単位数に加算する。 月につき290単位を所定単位数に加算する。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

９ 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者 10 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者

に対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問 に対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問

看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加 看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大

算として、１月につき250単位を所定単位数に加算する。 臣が定める区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を

特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。

(１) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

(２) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位

※ 別に厚生労働大臣が定める区分の内容は次のとおり。

(１) 特別管理加算(Ⅰ) 特別な管理を必要とする利用者として厚生

労働大臣が定める状態のイに該当する状態にある者に対して指定

介護予防訪問看護を行う場合

(２) 特別管理加算(Ⅱ) 特別な管理を必要とする利用者として厚生

労働大臣が定める状態のロからホまでに該当する状態にある者に

対して指定介護予防訪問看護を行う場合

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

10 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介 11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介

護老人保健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により 護老人保健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により

一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特 一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特

別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、 別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、

介護予防訪問看護費は、算定しない。 介護予防訪問看護費は、算定しない。

11 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 12 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養
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介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護 知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護

費は、算定しない。 費は、算定しない。

（新設） ハ 初回加算 300単位

注 指定介護予防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看

護計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介護

予防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を行

った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

（新設） ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーション

の看護師等（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又

はその看護に当たっているものに対して、病院、診療所又は介護

老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養

上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。）

を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の

指定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算とし

て、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用

者については２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニ

の初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。

ハ サービス提供体制強化加算 ６単位 ホ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対 府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対

し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位 し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位

数を加算する。 数を加算する。

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 ４ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 305単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 305単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第１項に規 ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以

定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以 下この号において「理学療法士等」という。）が、計画的な医

下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ 学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問

の号において「理学療法士等」という。）が、計画的な医学的 リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第78条に規定

管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハ する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）

ビリテーション（指定介護予防サービス基準第78条に規定する を行った場合に算定する。

指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）を


